
お 

知 

ら 

せ

4
月
1
日
か
ら
区
の
組
織

の
一
部
が
変
わ
り
ま
し
た

風
営
法
な
ど
の
改
正
に

伴
う
地
区
計
画
の
変
更

原
案
を
ご
覧
に
な
れ
ま
す

東
京
都
子
育
て
支
援
員

研
修
受
講
者
募
集

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま

せ
ん
か

介
護
の
仕
事

男
女
平
等
推
進
審
議
会

委
員
を
募
集
し
ま
す

高
齢
の
方
・
障
害
の
あ

る
方
へ

紙
お
む
つ
な

ど
を
支
給
し
ま
す

平
成
28
年
度
特
別
区

職
員
採
用
試
験

製
菓
衛
生
師
試
験
の
願

書
を
配
布
し
て
い
ま
す

ゴ
ー
ヤ
ー
の
種
を
差
し

上
げ
ま
す

子
育
て
・
子
ど
も

区
政
に
対
す
る
新
た
な
課
題

に
対
応
す
る
た
め
、
次
の
通
り

組
織
改
正
を
行
い
ま
す
。

産
業
観
光
部
の
設
置

産
業
振
興
施
策
と
観
光
施
策

を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
、

産
業
観
光
部
を
設
置
し
ま
す
。

立
石
街
づ
く
り
担
当
部
長
の
設
置

立
石
地
区
の
都
市
基
盤
の
整

備
な
ど
を
着
実
・
迅
速
に
推
進

す
る
た
め
、
立
石
街
づ
く
り
担

当
部
長
を
新
設
し
ま
す
。

地
域
防
災
担
当
課
長
の
設
置

地
域
防
災
力
の
強
化
を
図
る

た
め
、
地
域
防
災
担
当
課
長
を

新
設
し
ま
す
。

【
担
当
課
】

政
策
企
画
課

�（
5
6
5
4
）8
1
8
5

「
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び

業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

律（
風
営
法
）」
な
ど
の
一
部
改

正
に
伴
い
、
地
区
計
画
の
変
更

を
行
い
ま
す
。

【
公
告
日
】

4
月
7
日
㈭

【
縦
覧
期
間
】

4
月
8
日
㈮
〜
21
日
㈭

【
対
象
地
区
計
画
】

亀
有
駅
東
地
区
、
東
新
小
岩
一

丁
目
地
区
、
さ
く
ら
並
木
の
道

沿
道
地
区
、
小
菅
一
丁
目
地
区
、

青
戸
六
・
七
丁
目
地
区
、
南
水

元
一
丁
目
・
二
丁
目
地
区
、
四

ツ
木
駅
周
辺
地
区
、
東
新
小
岩

二
丁
目
地
区
、
環
状
七
号
線
沿

道
地
区

【
意
見
書
の
提
出
】

対
象
地
区

計
画
区
域
内
に
土
地
を
所
有
す

る
な
ど
権
利
関
係
を
有
す
る
方

は
、
意
見
書（
書
式
自
由
）を
提

出
で
き
ま
す
。
住
所
・
氏
名
・

意
見
を
書
い
て
、
4
月
28
日
㈭

（
必
着
）ま
で
に
持
参
か
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

【
縦
覧
場
所
・
意
見
書
提
出
先
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
調
整
課

（
区
役
所
3
階
3
0
1
番
）

【
担
当
課
】

街
づ
く
り
推
進
課

�（
5
6
5
4
）8
3
3
2

保
育
や
子
育
て
支
援
分
野
の

各
事
業
に
従
事
す
る
際
に
必
要

な
知
識
や
技
術
な
ど
を
有
す
る

「
子
育
て
支
援
員
」の
養
成
研
修

で
す
。

募
集
人
数
や
内
容
な
ど
、
詳

し
く
は
申
込
要
項
か
、
東
京
都

福
祉
保
健
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://www.fukushizaidan.
jp/111kosodateshien/

）ま
た

は
都
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

www.fukushihoken.metro.to
kyo.jp/kodomo/katei/kosod
ateshieninkensyuu.html

）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】

都
内
在
住
・
在
勤
で
、
子
育
て

支
援
員
と
し
て
の
就
業
を
検
討

し
て
い
る
方

【
申
込
要
項
・
申
込
書
配
布
場
所
】

子
育
て
支
援
課
（
区
役
所
4

階
4
0
1
番
）
で
、
4
月
8
日

㈮
か
ら
配
布
し
ま
す
。

東
京
都
福
祉
保
健
財
団
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
都
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

所
定
の
申
込
書
を
、
簡
易
書

留
で
5
月
9
日
㈪（
必
着
）ま
で

に
郵
送（
多
数
抽
選
）。

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

〒
163‐

0719
東
京
都
新
宿
区
西
新

宿
2‐

7‐

1
小
田
急
第
一
生

命
ビ
ル
19
階

（
公
財
）東
京
都
福
祉
保
健
財
団

人
材
養
成
部
福
祉
人
材
養
成
室

・
子
育
て
支
援
員
担
当

�（
3
3
4
4
）8
5
3
3

【
担
当
課
】

子
育
て
支
援
課

家
事
援
助
が
必
要
な
高
齢
者

を
支
援
す
る
た
め
、
介
護
の
仕

事
に
必
要
な
知
識
や
技
術
を
学

ぶ
研
修
を
受
講
し
、
区
内
の
介

護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
で
働
く
こ

と
が
で
き
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

【
研
修
日
時
】

4
月
26
日
㈫
〜

28
日
㈭
午
前
9
時
〜
午
後
5
時

【
会
場
】

男
女
平
等
推
進
セ
ン

タ
ー
（
立
石
5‐

27‐

1
ウ
ィ

メ
ン
ズ
パ
ル
内
）

【
対
象
】

18
歳
以
上
の
方
20
人

【
そ
の
他
】

協
力
／（
一
社
）葛

飾
区
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
協

働
組
合

【
申
込
方
法
】

4
月
7
日
㈭
午
前
9
時
か
ら

電
話
で（
先
着
順
）。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

高
齢
者
支
援
課

�（
5
6
5
4
）8
5
9
8

男
女
平
等
社
会
の
推
進
に
つ

い
て
ご
意
見
を
伺
い
ま
す
。

【
対
象
】

区
内
在
住
で
月
〜
金
曜
日
の
う

ち
、
昼
間
2
時
間
程
度
の
会
議

に
出
席
で
き
る
方
4
人

【
報
酬（
1
回
当
た
り
）】

7
千
円

【
任
期
】

2
年
間

【
会
議
開
催
数
】

年
3
、
4
回
程
度

【
申
込
方
法
】

所
定
の
申
込
書
と
論
文
「
葛

飾
区
で
男
女
平
等
・
男
女
共
同

参
画
を
推
進
す
る
た
め
に
重
要

だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
」（
1
2

0
0
字
程
度
・
様
式
自
由
）
を
、

4
月
22
日
㈮（
必
着
）ま
で
に
持

参
か
郵
送
（
持
参
は
午
後
5
時

ま
で
）。

申
込
書
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。
ご
希

望
の
方
に
は
申
込
書
を
郵
送
し

ま
す
。

【
選
考
方
法
】

書
類
審
査
の
上
、

5
月
13
日
㈮（
予
定
）に
面
接
。

【
申
込
書
配
布
・
申
し
込
み
・

担
当
課
】

〒
124‐

0012
立
石
5‐

27‐

1
ウ

ィ
メ
ン
ズ
パ
ル
内
人
権
推
進
課

�（
5
6
9
8
）2
2
1
1

紙
お
む
つ
の
支
給

申
請
後
、
支
給
決
定
者
宛
て

に
郵
送
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の

中
か
ら
、
ご
希
望
の
お
む
つ
な

ど
を
選
ん
で
注
文
し
て
く
だ
さ

い
。

高
齢
の
方

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

▽
区
内
在
住
65
歳
以
上
で
常
時

失
禁
状
態
に
あ
り
、
要
介
護
2

以
上
の
方

▽
本
人
お
よ
び
同
居
す
る
世
帯

員
全
員
の
住
民
税
が
非
課
税
の

方障
害
の
あ
る
方

区
内
在
住
3
〜
64
歳
で
常
時
失

禁
状
態
な
ど
に
あ
り
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▽
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級

か
愛
の
手
帳
1
・
2
度
を
お
持

ち
の
方

▽
脳
性
ま
ひ
か
進
行
性
筋
萎
縮

症
の
方

【
申
請
方
法
】

所
定
の
申
請
書
を
窓
口
か
郵

送
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

障
害
の
あ
る
方
は
、
手
続
き

の
際
に
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た

は
愛
の
手
帳
・
印
鑑
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。
本
人
（
20
歳
未
満

の
方
は
扶
養
義
務
者
）
の
所
得

制
限
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

お
む
つ
使
用
料
の
一
部
を
補
助

し
ま
す

紙
お
む
つ
の
支
給
対
象
者
で
、

入
院
な
ど
に
よ
り
区
が
支
給
す

る
紙
お
む
つ
が
使
用
で
き
な
い

方
が
対
象
で
す
。

高
齢
の
方
は
要
介
護
度
に
よ

っ
て
補
助
額
が
異
な
り
ま
す
。

4
月
は
お
む
つ
使
用
料
の
請
求

月
で
す

お
む
つ
使
用
料
の
補
助
を
受

け
て
い
る
方
は
、
4
月
21
日
㈭

ま
で
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

い
ず
れ
も

申
請
月
分
か
ら
支
給
ま
た
は

補
助
し
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
請
書
配
布
・
申
請
・
担
当
課
】

高
齢
の
方

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
高
齢
者

支
援
課

（
区
役
所
2
階
2
0
1
番
）

�（
5
6
5
4
）8
2
5
9

障
害
の
あ
る
方

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
障
害
福

祉
課（
区
役
所
2
階
2
0
1
番
）

�（
5
6
5
4
）8
3
0
1

Ⅰ
類（
一
般
方
式
）

採
用
予
定
数
、
受
験
資
格
な

ど
、
詳
し
く
は
試
験
案
内
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

【
日
程
】

1
次
試
験
／
6
月
5
日
㈰

【
試
験
案
内
配
布
場
所
】

人
事
課
、
人
材
育
成
課
（
立
石

5‐

27‐

1
ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ
ル

内
）、
区
民
事
務
所
、
区
民
サ

ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
図
書
館
、

学
び
交
流
館
、
特
別
区
人
事
委

員
会
事
務
局
任
用
課
（
千
代
田

区
飯
田
橋
3‐

5‐

1
）

特
別
区
人
事
委
員
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://www.tokyo23

city.or.jp/saiyou- siken.htm

）

か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

【
申
込
方
法
・
期
間
】

▽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

4
月
15
日
㈮
ま
で（
受
信
有
効
）

▽
郵
送

4
月
13
日
㈬
ま
で（
消
印
有
効
）

Ⅰ
類
採
用
試
験
の
受
験
資
格
上

限
年
齢
が
32
歳
未
満
ま
で
引
き

上
げ
ら
れ
ま
し
た

事
務
・
土
木
造
園（
土
木
）・

土
木
造
園（
造
園
）・
建
築
・
機

械
・
電
気
の
各
試
験
区
分
に
お

い
て
、
受
験
資
格
上
限
年
齢
が

変
更
に
な
り
ま
し
た
。

【
変
更
前
】

28
歳
未
満

【
変
更
後
】

32
歳
未
満

年
齢
は
、
試
験
が
あ
る
年
の

翌
年
4
月
1
日
を
基
準
と
し
て

い
ま
す
。

い
ず
れ
も

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

〒
102‐

0072
千
代
田
区
飯
田
橋
3

‐

5‐

1
特
別
区
人
事
委
員
会

事
務
局
任
用
課

�（
5
2
1
0
）9
7
8
7

【
担
当
課
】

人
事
課

申
込
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、

東
京
都
福
祉
保
健
局
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ（http://www.fukushiho

ken.metro.tokyo.jp/

）を
ご
覧

に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
試
験
日
】

6
月
11
日
㈯

【
配
布
期
間
】

4
月
28
日
㈭
ま
で

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

【
配
布
場
所
】

健
康
プ
ラ
ザ
か
つ
し
か
（
青
戸

4‐

15‐

14
）、保
健
セ
ン
タ
ー

【
願
書
受
付
締
切
日
】

4
月
30
日
㈯（
消
印
有
効
）

【
問
い
合
わ
せ
】

東
京
都
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
課

�（
5
3
2
0
）4
3
5
8

【
担
当
課
】

生
活
衛
生
課

強
い
日
差
し
を
防
ぐ
こ
と
な

ど
に
役
立
つ
、
緑
の
カ
ー
テ
ン

を
つ
く
り
ま
せ
ん
か
。

【
日
時
】

4
月
7
日
㈭
午
前
9

時
か
ら
（
先
着
6
0
0
袋
。
1

人
1
袋
。無
く
な
り
次
第
終
了
）

【
配
布
場
所
・
担
当
課
】

環
境
課

（
区
役
所
4
階
4
1
0
番
）

�（
5
6
5
4
）8
2
2
7

小
・
中
学
生
の
学
用
品

費
や
給
食
費
を
援
助
し

ま
す（
就
学
援
助
）

【
対
象
】

区
内
在
住
で
、
公
立
の
小
・
中

学
校
に
通
学
し
て
い
る
お
子
さ

ん
の
保
護
者

所
得
な
ど
の
審
査
が
あ
り
ま

す
。

【
申
請
方
法
】

4
月
に
学
校
を
通
じ
て
申
請

書
と
お
知
ら
せ
を
配
布
し
ま
す
。

申
請
書
を
学
務
課
へ
持
参
か
簡

易
書
留
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

区
外
の
公
立
の
小
・
中
学
校

に
通
学
し
て
い
る
方
は
、
区
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
を
取

り
出
し
、
学
務
課
へ
持
参
か
簡

易
書
留
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
期
限
】

4
月
20
日
㈬（
消
印
有
効
）

期
限
日
以
降
の
申
請
は
、
申

請
月
に
よ
り
支
給
額
が
変
わ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
。

【
申
請
・
担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
学
務
課

（
区
役
所
4
階
4
2
8
番
）

�（
5
6
5
4
）8
4
5
7

お
子
さ
ん
が
3
人
以
上

い
る
方
へ

学
校
給
食
費
を
支
援
し

ま
す

多
子
世
帯
の
学
校
給
食
費
の

負
担
軽
減
の
た
め
、
区
独
自
に

給
食
費
を
援
助
し
ま
す
。

【
対
象
】

区
内
在
住
で
、
小
・
中
学
校
に

3
人
以
上
の
お
子
さ
ん
が
在
籍

し
て
い
る
世
帯
（
生
活
保
護
、

就
学
援
助
を
受
け
て
い
る
世
帯

を
除
く
）

【
申
請
方
法
】

対
象
の
方
に
は
、
4
月
に
学

校
か
ら
申
請
書
と
お
知
ら
せ
を

配
布
し
ま
す
。
在
学
校
に
申
請

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
。

【
担
当
課
】

学
務
課

�（
5
6
5
4
）8
4
6
1

児
童
扶
養
手
当
を
受
給

し
て
い
る
方
へ

平
成
27
年
12
月
〜
平
成
28
年

3
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
支

給
し
ま
す
。

個
別
の
通
知
は
し
ま
せ
ん
。

【
振
込
予
定
日
】

4
月
8
日
㈮

【
担
当
課
】

子
育
て
支
援
課

�（
5
6
5
4
）8
2
9
8

マイナンバーに関するお問い合わせは
葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター

午前8時～午後8時
（年末年始を除く）�0570-66-6754 平成28年（2016年）4月5日 No.1655

紙面上では市外局番03の表記を省略しています。
（３）




